
２０２０年４⽉１⽇ 

株式会社オルトプラスによる株式会社ｓｃｏｐｅｓの吸収合併に関する事後開⽰事項 

株式会社オルトプラス 
代表取締役 ⽯井 武 
株式会社ｓｃｏｐｅｓ 
代表取締役 道中 祐仁 

株式会社オルトプラス（以下「当社」といいます。）及び株式会社ｓｃｏｐｅｓ（以下「ｓｃｏｐｅｓ」といいます。）
は、２０２０年１⽉２３⽇付吸収合併契約書に基づき、当社を吸収合併存続会社、ｓｃｏｐｅｓを吸収合併消滅会
社とする吸収合併（以下「本件吸収合併」という）を実施いたしました。本件吸収合併に関する会社法第８０１条第１
項及び会社法施⾏規則第２００条に定める事後開⽰事項は、次のとおりです。 

１．吸収合併が効⼒を⽣じた⽇ 
２０２０年４⽉１⽇ 

２．吸収合併消滅会社における会社法第７８５条及び第７８７条の規定並びに会社法第７８９条の規定による⼿続
の経過 

（１）差⽌請求 
ｓｃｏｐｅｓは当社の完全⼦会社であったため、該当事項はありません。 

（２）反対株主の買取請求 
ｓｃｏｐｅｓは当社の完全⼦会社であったため、該当事項はありません。 

（３）新株予約権買取請求 
ｓｃｏｐｅｓは新株予約権及び新株予約権付社債を発⾏しておりませんので、該当事項はありません。 

（４）債権者の異議 
ｓｃｏｐｅｓは、会社法第７８９条の規定に基づく公告を⾏いましたが、期限までに異議を述べた債権者はあり

ませんでした。 

３．吸収合併存続会社における差⽌請求、反対株主の株式買取請求及び債権者の異議に関する⼿続の経過 
（１）差⽌請求 

当社に対して、会社法第７９６条の２の規定に基づく、本件吸収合併の差⽌請求をした株主はありませんでした。 
（２）反対株主の買取請求 

本件吸収合併は、会社法第７９６条２項本⽂に規定する簡易合併であるため、該当事項はありません。。 
（３）債権者の異議 

当社は、会社法第７９９条の規定に基づく公告を⾏いましたが、期限までに異議を述べた債権者はありませんでし
た。 

４．吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 
当社は、効⼒発⽣⽇をもって、ｓｃｏｐｅｓの資産、負債及びその他の権利義務の⼀切を承継しました。 



５．会社法第７８２条１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書⾯ 
別紙のとおりです。 

６．会社法９２１条の変更の登記をした⽇ 
２０２０年４⽉１４⽇（予定） 

７．その他吸収合併に関する重要な事項 
該当事項はありません。 

以上 



２０２０年２⽉２１⽇ 
各位 

東京都豊島区東池袋３丁⽬１番１号 
株式会社オルトプラス 
代表取締役 ⽯井 武 

東京都豊島区東池袋３丁⽬１番１号 
株式会社ｓｃｏｐｅｓ 
代表取締役 道中 祐仁 

株式会社オルトプラスによる株式会社ｓｃｏｐｅｓの吸収合併に係る事前開⽰ 
（吸収合併存続会社：会社法第 794 条第 1 項及び会社法施⾏規則第 191 条に基づく事前備置書⾯） 
（吸収合併消滅会社：会社法第 782 条第 1 項及び会社法施⾏規則第 182 条に基づく事前備置書⾯） 

株式会社オルトプラス（以下「吸収合併存続会社」といいます。）及び株式会社ｓｃｏｐｅｓ（以下「吸収合併消滅
会社」といいます。）は、２０２０年１⽉２３⽇開催の各社取締役会において、２０２０年４⽉１⽇を効⼒発⽣⽇とす
る吸収合併（以下「本合併」といいます。）を実施することを承認し、吸収合併契約を締結いたしました。よって、下記のとお
り、吸収合併契約等の内容その他法務省令に定める事項を記載した書⾯を備え置くこととします。 

記 

１．吸収合併契約の内容 
別紙１のとおりです。 

２．合併対価の相当性に関する事項 
吸収合併消滅会社が、吸収合併存続会社の完全⼦会社であることから、本合併に際しては、株式の発⾏および⾦

銭等の対価の交付を⾏いません。 

３．吸収合併消滅会社の新株予約権の定めの相当性に関する事項 
該当事項はありません。 

４．計算書類等に関する事項 
【吸収合併存続会社】 
（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等については、⾦融商品取引法に基づく有価証券報告書
等の開⽰書類に関する電⼦開⽰システム（EDINET）によりご覧いただけます。 

（２）最終事業年度の末⽇後に重要な財産の処分、重⼤な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える
事象が⽣じたときは、その内容 

該当事項はありません。 

（別紙１）会社法782条1項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面



【吸収合併消滅会社】 
（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙２のとおりです。 
（２）最終事業年度の末⽇後に重要な財産の処分、重⼤な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える

事象が⽣じたときは、その内容 
該当事項はありません。 

５．債務の履⾏の⾒込みに関する事項 
本合併後の吸収合併存続会社の資産の額は、負債の額を⼗分に上回ることが⾒込まれます。また、本合併後の吸

収合併存続会社の収益状況およびキャッシュフローの状況について、吸収合併存続会社の債務の履⾏に⽀障を及ぼす
ような事態は、現在のところ予測されていません。したがって、本合併後における吸収合併存続会社の債務の履⾏の⾒
込みはあると判断いたします。 

６．上記事項に変更が⽣じた場合には、変更後の内容を書⾯にて開⽰いたします。 

以上 



（別紙１）





（別紙２）吸収合併消滅会社の計算書類 

貸 借 対 照 表 

（2019 年９月 30 日現在） 

(単位：千円) 

科 目 金 額 科 目 金 額 

資  産  の  部 負  債  の  部 

流 動 資 産 

現金及び預金 

固 定 資 産 

有形固定資産 

  工具、器具及び備品 

25,831 

25,831 

1,005 

1,005 

1,005 

流動負債 

未払消費税 

未払法人税等 

381 

311 

70 

負 債 合 計 381 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 

資本金 

利益剰余金 

  その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

26,456 

5,670 

20,786 

20,786 

20,786 

純 資 産 合 計 26,456 

資 産 合 計 26,837 負 債・純 資 産 合 計 26,837 

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。 



 

 

損 益 計 算 書 

( 
自 2018年 10 月１日 

) 
至 2019年９月 30 日 

（単位：千円） 

科      目 金      額 

売 上 高  50,132 

売 上 原 価  - 

売 上 総 利 益  50,132 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  60,559 

営 業 損 失  10,427 

営 業 外 収 益   

  受   取  利   息 0  

  雑    収    入 1,461 1,461 

経 常 損 失  8,965 

特 別 利 益   

  債  務  免  除  益 4,216 4,216 

税 引 前 当 期 純 損 失  4,749 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  70 

当 期 純 損 失  4,819 

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。 

 



 

 

株主資本等変動計算書 

( 
自 2018年 10 月 1 日 

) 
至 2019年 9月 30 日 

（単位：千円） 
 株主資本 

純資産 

合計 資本金 

利益剰余金  

株主資本 

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当 期 首 残 高 5,670 25,606 25,606 31,276 31,276 

事 業 年 度 中 の 
変 動 額 

     

新 株 の 発 行 － － － － － 

当 期 純 利 益 － △4,819 △4,819 △4,819 △4,819 

株主資本以外の
項 目 の 
事業年度中の 
変動額 (純額 ) 

－ － － － － 

事 業 年 度 中 の 
変 動 額 合 計 

－ △4,819 △4,819 △4,819 △4,819 

当 期 末 残 高 5,670 20,786 20,786 26,456 26,456 

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。 
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